
自動車及び軽自動車を取得した人。

ただし、割賦販売などで売主が所有権を留保しているときは買主。

※取得価額には、エアコン・ラジオ等のように自動車と一体になっているものの価額も含

まれます。

※消費税率引き上げ及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う対応として、令和元年10月

１日から令和３年12月31日までの間に自家用の乗用車を取得する場合、税率１％分が

臨時的に軽減されます。

※新車・中古車問わず対象です。

自動車を取得した人が、運輸支局に新規登録等の申請の際、自動車税事務所に申告し、

自動車税証紙で納めます。

取得した時の価額が50万円以下のときは、この税金は課税されません。

※無償で自動車をもらった場合や、特別に安くしてもらった場合には、通常の取引価格
が取得したときの価額となります。

身体障害者等が所有し使用する自動車や身体障害者等が利用するための特別な構造の自

動車について、一定の要件に該当すればこの税金が減免されます。なお、申請の手続が必

要ですので、要件など詳しくは自動車税事務所にお問い合わせ下さい。

※自動車税種別割や軽自動車税種別割の減免の基準と異なるものがあります。

■自動車税環境性能割 （県税）
■軽自動車税環境性能割（市町村税）

自動車と税金

この税は、自動車及び軽自動車の燃費性能に応じて、取得時に課税さ
れるものです。

自動車税環境性能割の44.65％は市町村に交付されます。

納める人

納める額

免税

申告と納税

減免

率税分区

軽自動車以外の自動車
自家用 取得価額の ０～３％

営業用 取得価額の ０～２％

％２～０の額価得取車動自軽

※OSS（自動車保有関係手続きのワンストップサービス）とは、自動車を保有するため
に必要な多くの手続き（検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納税等）をオンラ
インで一括して行うことができるものです。
令和３年５月現在、新車新規登録・継続検査・中古車新規登録・抹消登録等のOSSに
よる申請が奈良県を含めた44都道府県で可能となっております。
OSSの詳細・ご利用方法については、自動車保有関係手続のワンストップサービス・
ポータルサイト（URL：https://www.oss.mlit.go.jp/portal/）をご覧ください。

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

◆ 自動車を取得した場合

〇 自動車税環境性能割（県税）
軽自動車税環境性能割（市町村税）

〇 消費税（国税及び県税）・・・・・・・・・・・・・

◆ 自動車を所有している場合

〇 自動車税種別割（県税）・・・・・・・・・・・・・

〇 軽自動車税種別割（市町村税）・・・・・・・・・・

〇 自動車重量税（国税）・・・・・・・・・・・・・・

◆ 走行する場合

〇 揮発油税（国税）・・・・・・・・・・・・・・・

〇 地方揮発油税（国税） ・・・・・・・・・・・・・・

〇 軽油引取税（県税） ・・・・・・・・・・・・・・・

〇 石油ガス税（国税） ・・・・・・・・・・・・・・・

〇 消費税（国税及び県税）・・・・・・・・・・・・・

■自動車と税金

自動車と税金

自動車に関する税金については、次のようになります。

4

自動車（軽自動車）の燃費性能等に応じて取
得時にかかります。（取得価額の０～３％）

主に自動車の燃料に用いられるガソリンにか
かる税金で、納税する人は揮発油の製造者も
しくは、揮発油を外国から輸入してきた場合
は輸入者となります。
税額は、１リットルあたり５円２0銭です。

主に自動車の燃料に用いられるガソリンにかか
る税金で、１リットルあたり48円60銭です。

車検などの際に自動車の重量等に応じて税率
が定められ、課税されます。

購入価格の１０％

排気量などに応じて段階的に分かれます。

軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車
等に課税されます。

・・・・・・・・

ディーゼル車両の燃料等に用いられる軽油にか
かる税金で１リットルあたり32円10銭です。

LPガス（石油ガス）に対して課税し、揮発油
税や軽油引取税と均衡のとれた税負担を実現
しています。石油ガス税の税率は、LPガスの
質量に対して設定されています。
この税は、半分が国、半分が地方の道路整備
費用に充てられており、税率は１㎏あたり17
円50銭です。

燃料購入価格の１０%
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◎環境性能割の税率等について

◆環境性能割の非課税・特例税率等一覧

--

非課税

1.0%
 （非課税）

1.0% 0.5%

2.0% 1.0%

--

税課非税課非

--

%5.0%0.1

2.0%

3.0%

非課税 - 非課税 -

1.0% - 0.5% -

2.0% - 1.0% -

1.0% - 0.5% -

2.0% - 1.0% -

3.0% - 2.0% -

非課税 -

1.0%
（非課税）

-

- 0.5% -

- 1.0% -

3.0%
（2.0%）

- 2.0% -

--

--

--

--

--

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで） 3.0% - 2.0% -

3.0%
（2.0%）

- 2.0% -

非課税 - 非課税 -

1.0% - 0.5% -

2.0% - 1.0% -

--

--

1.0% - 0.5% -

2.0% - 1.0% -

3.0% - 2.0% -

非課税 - 非課税 -

1.0% - 0.5% -

2.0% - 1.0% -

3.0% - 2.0% -

2.0%
（1.0%）

2.0%
（1.0%）

3.0%
（2.0%）

かつ令和２年度燃費基準＋５%達成のバス

かつ令和２年度燃費基準達成のバス

かつ平成２７年度燃費基準＋１５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋２５%以上達成のトラック

2.0%

上記に該当しない車

非課税非課税

かつ令和１２年度燃費基準６５%達成かつ令和２年度燃費基準達成
1.0%

（非課税）

デ

ゼ
ル
自
動
車

平成２１年排出ガス基準適合又は、平成３０年排出ガス基準適合

かつ令和１２年度燃費基準８５%達成かつ令和２年度燃費基準達成

バス・トラック（中量車）
車両総重量２.５t超３.５t以下
（ハイブリッド車含む）

乗用車
（ハイブリット車含む）

かつ令和２年度燃費基準達成のバス

上記に該当しない車

バス・トラック（重量車）
車両総重量３.５ｔ超
（ハイブリッド車含む）

平成２１年排出ガス基準NOx及びPM１０%以上低減又は、平成２８年排出ガス基準適合

かつ平成２７年度燃費基準＋１０%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準達成

上記に該当しない車

①税率区分

件要用適種車

軽減内容

自家用

車動自軽車動自軽車録登

営業用

登録車

かつ令和１２年度燃費基準６０%達成かつ令和２年度燃費基準達成

上記に該当しない車

かつ令和１２年度燃費基準５５%達成

電気自動車（燃料電池車含む)

非課税

非課税

天然ガス自動車
平成２１年排出ガス基準１０%低減（３.５ｔ超～１２ｔ以下）
平成３０年排出ガス基準適合（３.５ｔ以下）

プラグインハイブリッド自動車（登録車に限る）

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車

ハ
イ
ブ
リ

ド
自
動
車
含
む

乗用車

平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

かつ令和１２年度燃費基準８５%達成かつ令和２年度燃費基準達成

かつ平成２７年度燃費基準＋２０%以上達成のトラック

-税課非 -

バス・トラック（軽量車）
軽自動車はトラックに限る
車両総重量２.５t以下

平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

バス・トラック（中量車）
車両総重量２.５ｔ超３.５t以下

➀平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

かつ平成２７年度燃費基準＋１５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋１０%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋５%達成

➁平成１７年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準２５%低減（☆☆☆）

かつ令和２年度燃費基準達成のバス

かつ平成２７年度燃費基準＋１５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋１０%以上達成

上記に該当しない車

L
P
G

石
油
ガ
ス

自
動
車

乗用車（登録車に限る）

平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

かつ令和１２年度燃費基準８５%達成かつ令和２年度燃費基準達成
-

かつ令和１２年度燃費基準７５%達成かつ令和２年度燃費基準達成

かつ令和１２年度燃費基準６５%達成かつ令和２年度燃費基準達成

かつ令和１２年度燃費基準６０%達成かつ令和２年度燃費基準達成

上記に該当しない車

2.0%
（1.0%）

件要用適種車

軽減内容

自家用

登録車 軽自動車

非課税

非課税

かつ令和１２年度燃費基準７５%達成かつ令和２年度燃費基準達成　　（令和５年３月３１日まで）

かつ平成２７年度燃費基準＋５%達成

平成２１年排出ガス基準NOx及びPM１０%以上低減又は、平成３０年排出ガス基準適合

かつ平成２７年度燃費基準＋１５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋１０%以上達成

かつ上記に該当しない車　　　　　　　　　　 　　　　(令和４年３月３１日まで）

上記に該当しない車

非課税

非課税

非課税

0.5%

2.0%

1.0%

0.5%

2.0%

非課税

非課税

非課税

営業用

登録車 軽自動車

かつ令和１２年度燃費基準６５%達成かつ令和２年度燃費基準達成　　（令和５年３月３１日まで）

かつ令和１２年度燃費基準６０%達成かつ令和２年度燃費基準達成　　（令和５年３月３１日まで）

平成２１年排出ガス基準適合

かつ平成２７年度燃費基準＋２０%以上達成のトラック

かつ平成２７年度燃費基準＋１５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋１０%以上達成

非課税

かつ平成２７年度燃費基準＋２０%以上達成のトラック

1.0%

非課税

かつ令和１２年度燃費基準７５%達成かつ令和２年度燃費基準達成
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◆環境性能割の非課税・特例税率等一覧（つづき）

非課税

1.0%
 （非課税）

2.0%
（1.0%）

1.0%
（非課税）

2.0% 1.0%

--

税課非税課非

--

%5.0%0.1

2.0%

3.0%

非課税

1.0%
 （非課税）

2.0%
（1.0%）

1.0%
（非課税）

2.0% 1.0%

--税課非

1.0%
（非課税）

--

2.0%
（1.0%）

- 0.5% -

3.0%
（2.0%）

- 2.0% -

--

--

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで） --%0.3

3.0%
（2.0%）

--

3.0%
（2.0%）

－

3.0% 2.0%

次の全てを搭載した車両

・衝突被害軽減ブレーキ（ＡＥＢＳ）
・車両安定性制御装置（ＥＶＳＣ）
・車線逸脱警報装置（ＬＤＷＳ）
・側方衝突警報装置（ＢＳＩＳ）

車両総重量８t超２０t以下（けん引車及び被けん引車を除く）

車両総重量３.５t超８t以下（けん引車及び被けん引車を除く）

車両総重量８t超２０t以下（けん引車及び被けん引車を除く）

車両総重量５ｔ超１２t以下（乗車定員が１０人以上で立席がない場合に限る）

衝突被害軽減ブレーキ（ＡＥＢＳ）及び
車線逸脱警報装置（ＬＤＷＳ）を搭載した車両

車両総重量５ｔ以下（乗車定員が１０人以上で立席がない場合に限る）

側方衝突警報装置（BSIS）を搭載した車両 車両総重量８t超（被けん引車を除く）

※　（　　）内の税率は、令和３年１２月３１日までの間に取得した自家用乗用車に対する、臨時的軽減適用後の税率です。

※　ＮOｘ：窒素酸化物　　ＰＭ：粒子状物質

かつ令和２年度燃費基準１２３%達成

上記に該当しない車

かつ令和２年度燃費基準達成

かつ上記に該当しない車　　　　　　　　　　 　　　　(令和４年３月３１日まで）

平成２１年排出ガス基準適合又は、平成３０年排出ガス基準適合

かつ令和２年度燃費基準達成　　（令和５年３月３１日まで）

上記に該当しない車

非課税

2.0%

②税率区分（令和１２年度燃費基準、令和２年度燃費基準及び平成２７年度燃費基準エネルギー消費効率を算定していない自動車）

上記に該当しない車

L
P
G

石
油
ガ
ス

自
動
車

乗用車（登録車に限る）

平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

かつ令和２年度燃費基準１２３%達成

③税率区分（令和１２年度燃費基準エネルギー消費効率を算定していない自動車で、令和２年度燃費基準及び平成２７年度燃費基準エネルギー消費効率を算定している自動車）

非課税

かつ平成２２年度燃費基準＋１９%達成

デ

ゼ
ル
自
動
車

乗用車

軽減内容

非課税

非課税

かつ平成２２年度燃費基準＋５０%達成のバス

かつ令和２年度燃費基準１０９%達成

上記に該当しない車

1.0%

かつ平成２２年度燃費基準＋５７%達成のバス

軽減内容

自家用

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車

ハ
イ
ブ
リ

ド
自
動
車
含
む

乗用車

登録車 軽自動車

平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

適用要件

ノンステップバス
（一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のため導入するもの又は
　一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る。）

取得価額から３５０万円控除
（令和３年１０月３１日までの取得に限る。）

容内減軽等件要・象対 （初回新規登録）

乗用車

トラック

-

対象・要件等 軽減内容（初回新規登録）
（令和５年３月３１日までの取得に限る.）

バ
リ
ア
フ
リ

車
両

取得価額から１，０００万円控除

取得価額から６５０万円控除
（乗車定員３０人以上）

取得価額から２００万円控除
（乗車定員３０人未満）

ユニバーサルデザインタクシー
（一般乗用旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る。）

取得価額から１００万円控除

⑤控除（バリアフリー車両及び先進安全自動車（ＡＳＶ）自動車）

取得価額から８００万円控除
（乗車定員３０人以上の空港アクセスバス）

バス等

次の全てを搭載した車両

・衝突被害軽減ブレーキ（ＡＥＢＳ）
・車両安定性制御装置（ＥＶＳＣ）
・車線逸脱警報装置（ＬＤＷＳ） バス等

取得価額から１７５万円控除
（令和５年３月３１日までの取得に限る。）

トラック

先
進
安
全
自
動
車

Ａ
Ｓ
Ｖ

取得価額から５２５万円控除
（令和３年１０月３１日までの取得に限る。）

トラック

乗用車以外

-

リフト付きバス
（一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のため導入するもの又は
　一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る。）

3.0%
（2.0%）

2.0%
（1.0%）

かつ令和２年度燃費基準８０%達成
3.0%

（2.0%）
2.0%

（1.0%）

かつ令和２年度燃費基準達成

上記に該当しない車

車種

かつ平成２２年度燃費基準＋４４%以上達成

自家用

登録車 軽自動車

適用要件

かつ平成２２年度燃費基準＋６２%達成

かつ平成２２年度燃費基準＋５０%達成

バス・トラック（軽量車）
軽自動車はトラックに限る
車両総重量２.５t以下

平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

登録車

営業用

かつ平成２２年度燃費基準＋８４%達成
非課税

かつ平成２２年度燃費基準＋５７%以上達成のトラック

非課税

0.5%

2.0%

非課税

2.0%

2.0%

営業用

登録車 軽自動車

非課税

登録車 軽自動車

④税率区分（上記①～③に該当しない場合）

件要用適種車

軽減内容

自家用

ガ

ソ
リ

ン

自

動

車

ハ

イ

ブ

リ

ド

自

動

車

含
む

かつ令和２年度燃費基準１０９%達成

乗用車
（ハイブリット車含む）

平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

営業用

登録車 軽自動車

0.5%

2.0%

非課税

0.5%

1.0%

2.0%

軽自動車

かつ平成２２年度燃費基準＋５０%以上達成のトラック

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

◎環境性能割の税率等について

◆環境性能割の非課税・特例税率等一覧

--

非課税

1.0%
 （非課税）

1.0% 0.5%

2.0% 1.0%

--

税課非税課非

--

%5.0%0.1

2.0%

3.0%

非課税 - 非課税 -

1.0% - 0.5% -

2.0% - 1.0% -

1.0% - 0.5% -

2.0% - 1.0% -

3.0% - 2.0% -

非課税 -

1.0%
（非課税）

-

- 0.5% -

- 1.0% -

3.0%
（2.0%）

- 2.0% -

--

--

--

--

--

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで） 3.0% - 2.0% -

3.0%
（2.0%）

- 2.0% -

非課税 - 非課税 -

1.0% - 0.5% -

2.0% - 1.0% -

--

--

1.0% - 0.5% -

2.0% - 1.0% -

3.0% - 2.0% -

非課税 - 非課税 -

1.0% - 0.5% -

2.0% - 1.0% -

3.0% - 2.0% -

2.0%
（1.0%）

2.0%
（1.0%）

3.0%
（2.0%）

かつ令和２年度燃費基準＋５%達成のバス

かつ令和２年度燃費基準達成のバス

かつ平成２７年度燃費基準＋１５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋２５%以上達成のトラック

2.0%

上記に該当しない車

非課税非課税

かつ令和１２年度燃費基準６５%達成かつ令和２年度燃費基準達成
1.0%

（非課税）

デ

ゼ
ル
自
動
車

平成２１年排出ガス基準適合又は、平成３０年排出ガス基準適合

かつ令和１２年度燃費基準８５%達成かつ令和２年度燃費基準達成

バス・トラック（中量車）
車両総重量２.５t超３.５t以下
（ハイブリッド車含む）

乗用車
（ハイブリット車含む）

かつ令和２年度燃費基準達成のバス

上記に該当しない車

バス・トラック（重量車）
車両総重量３.５ｔ超
（ハイブリッド車含む）

平成２１年排出ガス基準NOx及びPM１０%以上低減又は、平成２８年排出ガス基準適合

かつ平成２７年度燃費基準＋１０%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準達成

上記に該当しない車

①税率区分

件要用適種車

軽減内容

自家用

車動自軽車動自軽車録登

営業用

登録車

かつ令和１２年度燃費基準６０%達成かつ令和２年度燃費基準達成

上記に該当しない車

かつ令和１２年度燃費基準５５%達成

電気自動車（燃料電池車含む)

非課税

非課税

天然ガス自動車
平成２１年排出ガス基準１０%低減（３.５ｔ超～１２ｔ以下）
平成３０年排出ガス基準適合（３.５ｔ以下）

プラグインハイブリッド自動車（登録車に限る）

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車

ハ
イ
ブ
リ

ド
自
動
車
含
む

乗用車

平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

かつ令和１２年度燃費基準８５%達成かつ令和２年度燃費基準達成

かつ平成２７年度燃費基準＋２０%以上達成のトラック

-税課非 -

バス・トラック（軽量車）
軽自動車はトラックに限る
車両総重量２.５t以下

平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

バス・トラック（中量車）
車両総重量２.５ｔ超３.５t以下

➀平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

かつ平成２７年度燃費基準＋１５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋１０%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋５%達成

➁平成１７年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準２５%低減（☆☆☆）

かつ令和２年度燃費基準達成のバス

かつ平成２７年度燃費基準＋１５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋１０%以上達成

上記に該当しない車

L
P
G

石
油
ガ
ス

自
動
車

乗用車（登録車に限る）

平成１７年排出ガス基準７５%低減（☆☆☆☆）又は、平成３０年排出ガス基準５０%低減（☆☆☆☆）

かつ令和１２年度燃費基準８５%達成かつ令和２年度燃費基準達成
-

かつ令和１２年度燃費基準７５%達成かつ令和２年度燃費基準達成

かつ令和１２年度燃費基準６５%達成かつ令和２年度燃費基準達成

かつ令和１２年度燃費基準６０%達成かつ令和２年度燃費基準達成

上記に該当しない車

2.0%
（1.0%）

件要用適種車

軽減内容

自家用

登録車 軽自動車

非課税

非課税

かつ令和１２年度燃費基準７５%達成かつ令和２年度燃費基準達成　　（令和５年３月３１日まで）

かつ平成２７年度燃費基準＋５%達成

平成２１年排出ガス基準NOx及びPM１０%以上低減又は、平成３０年排出ガス基準適合

かつ平成２７年度燃費基準＋１５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋１０%以上達成

かつ上記に該当しない車　　　　　　　　　　 　　　　(令和４年３月３１日まで）

上記に該当しない車

非課税

非課税

非課税

0.5%

2.0%

1.0%

0.5%

2.0%

非課税

非課税

非課税

営業用

登録車 軽自動車

かつ令和１２年度燃費基準６５%達成かつ令和２年度燃費基準達成　　（令和５年３月３１日まで）

かつ令和１２年度燃費基準６０%達成かつ令和２年度燃費基準達成　　（令和５年３月３１日まで）

平成２１年排出ガス基準適合

かつ平成２７年度燃費基準＋２０%以上達成のトラック

かつ平成２７年度燃費基準＋１５%以上達成

かつ平成２７年度燃費基準＋１０%以上達成

非課税

かつ平成２７年度燃費基準＋２０%以上達成のトラック

1.0%

非課税

かつ令和１２年度燃費基準７５%達成かつ令和２年度燃費基準達成

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割 44


